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「空家等対策協議会」と対策のスケジュールについて 

１ 「空家等対策協議会」の概要 

(1) 協議会の目的 

「長野市空家等対策計画」に基づき、周辺住民に悪影響を  

及ぼす特定空家等の措置の方針や、本計画の変更及び実施に 

関することのほか、施策の実施に必要と認められる事項を  

協議するため「空家等対策の推進に関する特別措置法」第７条

に基づき「長野市空家等対策協議会」を設立し、幅広い分野で

専門的な視点から、意見等の聴取を行う。 

 

(2) 協議会委員の任期   

令和２年８月から、令和４年７月まで（２年間） 

なお、協議会は、「長野市空家等対策計画」の計画期限の

2026 年度末まで設置する。 

  

(3) 協議会の委員構成 

 ・市長 

・関係機関から選出された者 

・空き家に関係する団体等から選出された者 

 ・市職員のうち、市長が指名する者 

 

(4) 長野市空家等対策協議会委員構成 

２ 空家等対策の推進体制における「空家等ＰＴ」及び「空家等対策協議会」の位置づけ 

市の空家等対策の関係部署 長野市空家等対策推進 
プロジェクトチーム 

長野市空家等対策協議会 

○相談受付・対応 

○空き家の状況調査 

○特定空家等に対する措置 
（助言・指導・勧告・命令・

行政代執行など） 

○空家等対策の実施 
（利活用や適正管理の施策） 

○その他空家等対策に関する
こと 

○関係部局間の連携及び調整 

○特定空家等への勧告や命令、
行政代執行に関する調整 
（住宅用地特例の除外等） 

○空家等対策の実施に関する
こと 

○「長野市空家等対策計画」
の見直し 

○その他空家等対策に関する
こと 

○特定空家等への勧告や命令、
行政代執行の実施に関する 
意見（猶予期間や内容） 

○空家等対策の実施に関する
連携や意見 

○「長野市空家等対策計画」
の見直しに関する意見 

○その他空家等対策に関する
連携や意見 

３ 空家等対策のスケジュールについて 

資料 １ 

注：ＷＧ認定は、空家等対策推進プロジェクトチーム内の、除却等ワーキンググループによる特定空家等の認定 

★ 
第５回協議会 

判定調査（Ｃランク２３０件分） 

判定内容確認 

ＷＧ・認定 

14条指導 

14条勧告 

(意見) 
(意見) 

住宅用地 
特例除外 

命令・行政代執行・ 
財産管理制度等の検討 

指導と同時に補助金利用意向の確認 

R２年度老朽危険空き家解体事業補助金申請受付 

地域からの通報の物件判定と行政指導 

14条指導 

★ ★ ★ 
第２２回ＰＴ 第２３回ＰＴ 第２４回ＰＴ 

★ 
第６回協議会 

◎ ◎ ◎ ◎ 
第１回相談会（中止） 第２回相談会 第４回相談会 

調査候補抽出 相続人調査 (国費手続き) 

14条勧告 

相談内容 
フィードバック 

ＷＧ・認定 

第３回相談会 

長沼・豊野 

所有者調査・公費解体案内 
 

公費解体受付 
 

水道閉栓データ取得 
 

新規空き家現地調査 
 

まちづくりアンケート調整 
 

管理事業者制度 実績アンケート実施 
 

★ 
第２５回ＰＴ 

(判定箇所抽出・委託準備) 

(内部判定・行政指導) 

まちづくりアンケート実施 
 

分　野 団　　体　　名

1 学識経験者 教 授 寺 内　美紀子 国立大学法人信州大学工学部

2 学識経験者 講 師 中 村  稔 彦 公立大学法人長野県立大学

3 法務 弁護士 今 村  義 幸 長野県弁護士会長野在住会

4 法務 司法書士 宮野尾　昌 平 長野県司法書士会長野支部

5 建築 防災委員長 勝 山  敏 雄 公益社団法人長野県建築士会ながの支部

6 建築
理事

(北信支部長)
中 村  浩 二 協同組合長野県解体工事業協会

7 不動産 支部理事 本 保　雅 規 長野県土地家屋調査士会長野支部

8 不動産 副支部長 小 池　一 夫 公益社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部

9 行政 次席登記官 原 品　文 雄 長野地方法務局

10 市長 加 藤　久 雄 市長

11 行政 宮 尾  正 彦 長野市環境部長

12 行政 小 林  正 明 長野市建設部長

氏 　　   名

● 
専門家団体に 

委員選出依頼 

委員決定 



   

 

空家等対策の取り組み状況と令和２年度の予定について 

①発生の抑制 
（空き家化の予防） 

 

②利活用の促進 ③適正管理の促進

正管理の促進 

⑤跡地の活用 

（建築防災対策室） 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 危険空家等対策事業 

・空き家管理事業者登録・紹介制度 

 民間の管理事業者の紹介 

 

 

 

 

 

・空き家管理情報の共有 

空き家所有者―市―地元自治会で管理情報を共有 
 

 危険空家等対策事業 

特定空家等や特定空家等予備軍を対象と

した所得状況に応じた解体費用の補助金 

○老朽危険空き家解体事業補助
R2 解体事業補助 １／２ 上限500千円(低所得者上乗せあり) ２０件 

 

 危険空家等対策事業  

H30.4.1現在1年以前から利用されていない 

空き家を解体後、跡地に１年以内に住宅や 

店舗を建設する場合の利活用補助金 

○空き家解体跡地利活用事業補助 ３件 

        R2 解体跡地利活用補助 ２/10 上限 1,000 千円 ３件 
る  

 危険空家等対策事業 

・専門家団体と連携したワンストップ相談会の実施  

空き家の利活用や管理・跡地活用など、複数 

の専門家団体による相談会の実施 

R2 ３回/年予定 次回は１１月２１日（土） 

 

危険空家等対策事業 

・パンフレットによる情報提供  

「空家化の予防・利活用・適正管理・ 
管理不全の解消・除却・跡地活用」など 
個別に対応したパンフレットの作成・配布 

H30 総合パンフレットの作成 ２万部 

R1 タウンページに併せたパンフレットの配布 約２０万部 
 

危険空家等対策事業 

・出前講座等の開催 R1篠ノ井地区実施 
・専門家団体と連携した事業協力 

R1川中島地区において、空き家対策の連続講座等を実施  

（人口増推進課） 
・空き家バンク
物件登録 191件 

成約件数 112件 

・  
１件 
７件 
５件

（商工労働課） 
・まちなかパワーアップ 
空き店舗活用事業補助金 

４件 

９件 
 

 

 

（市街地整備課） 

・中心市街地遊休不動産活用事業 

空き家化の予防のため、地震災害
に備えて、住まいの環境整備を支援 

・住宅耐震対策 

○木造住宅無料耐震診断 
[H17 年度～R1 年度までの実績] 2,652 件 

R2  ５００件 

・住宅耐震改修事業補助金 

 

 
 
 
 

住宅の耐震改修工事 [H17年度～R１年度] ７３１件 

R２ 

住宅耐震改修補助 1/2 上限 1,000千円 ７０件 
低所得者上乗せ補助 １/10上限 200千円 ３５件 

 

 

・ながの門前まちあるき 
２４回 

・まち暮らしたてもの会議 
  毎週水曜日予定 

 

[タウンページに折り込んだ空き家対策パンフレット] 

 

 

[空き家ワンストップ相談会の様子] 

 跡地利用  除却 空き家（放置・管理不全状態）  空き家（利活用可） 

 

使用中（空き家化以前） 

危険空家等対策事業 

・空家等対策協議会 

空家等対策や特定空家
等への措置に関する協
議を行う。 

R2 ２回／年開催 

 危険空家等対策事業 

・専門家団体と連携した所有者の特定 
相続人特定困難者を司法書士会に調査を委託 

R2 ５件調査予定 

（５件分委託予定） 

 

 空き家状態 

 

空家等対策の施策を支える事業 
 

 

 

 

[５つの取組方針による施策を支える] 

 

・専門家団体 と連携した特定空家等の判定 
空家等実態調査の結果、劣化度の大きいの空き家について  
特定空家等の判定を建築士会に調査を委託
〇 ５２０件 

 R2 調査 C ランク２３０件 

・空家法に基づく措置  
○法に基づく指導  ９件 

○法に基づく勧告  ４件 
○住宅用地特例除外 ４件 

 

 

 
 
 

「長野市空家等対策計画」（2018年度～2026年度）に基づく、空家等対策の取組状況と事業の令和２年度の予定 

（令和元年 12月末現在） 

２９社を登録・紹介 

・ふるさと納税を活用した空き家の管理 

長野シルバー人材センターの管理メニュー 

16,000円の寄付で、

年間２回の点検メニュー 

 

Ｈ３０年度から 

資料 ２－１ 

解体事例 
併用可 

 

所有者不在の特定空家等に対し    
法による略式代執行を実施 

H２９年度１回、R1 年度１回 

所有者不明空家等の緊急安全措置 
 

 

H２９年度の屋根シート掛け 

[空き店舗活用事例] 

 

 

R1年度の解体工事 



専門家団体や庁内連携による新規の空き家対策の取組 

 

１．空き家バンク登録物件に付随する農地取得の下限面積の緩和 

  （人口増推進課・農業委員会） 

  Ｒ１年６月に「信更地区田舎暮らしを支援する委員会」からの要望を受け、  

Ｒ１年９月に人口増推進課が農業委員会に対し、空き家に付随する農地を 

空き家とともに取得する場合の下限面積について、１a 程度まで引き下げる 

よう要望し、農業委員会で協議を進めてきた。 

  農業委員会では、これにかかる要綱を改正（下限面積を緩和）し、R2.４月

から次のとおり運用を開始している。 

  

空き家バンクの登録物件で、空き家に隣接する農地を取得する場合の農地

の下限面積を１a とする。（改正前は 10 a） 

 

 ※Ｒ２年４月１５日現在、『空き家バンク』で公開中の空き家４８件のうち、

農地付で公開中のものは８件 

 

 

 

２．三輪地区の空き家所有者に対する利活用アンケートの実施 

  （三輪支所・人口増推進課・建築指導課空き家対策室） 

 県立大学の学生の住居が不足することが想定されるため、三輪地区の   

利活用可能な空き家所有者に建物を学生に貸し出すこと（シェアハウス等）に

ついて、利活用アンケートを R2.３月に実施（６９件）。 

 今後、アンケートを集計し、利活用を希望する所有者には、積極的に    

アプローチするとともに、令和２年度以降も庁内連携のうえ、利活用    

アンケートを継続する。 

 

 

 

３．台風１９号災害被災地の空き家所有者に対し、市の支援策等のお知らせ 

（建築指導課） 

台風災害以降も、敷地内の障害物等の片づけを行っていない長沼・豊野地区

の空き家所有者に対し、被災した家屋の状況をお知らせするとともに、   

危険なブロック塀除却や道路後退整備、公費解体等の市の支援策の案内を  

Ｒ２．４月中に行い、空き家所有者に申し込み等の対応をしていただくことで、

住環境の改善と地域の復興を推進する。 

  

 

 

 

４．国のモデル事業による空き家化防止のための連続講座等の実施 

 （長野県司法書士会、長野県建築住宅課、建築指導課空き家対策室） 

  国のＲ１年度「空き家対策担い手強化・

連携モデル事業」を活用し、県司法書士会

が県や市と連携して長野市内のモデル 

地区で、空き家の問題意識を高め解決の 

ための啓発や相続登記の促進を図る  

ための連続講座等を実施する「“負”動産

から“富”動産へ‼ ステップアップ  

プロジェクト」を実施した。 

 

  主  催 長野県司法書士会 

共  催 川中島地区住民自治協議会 

  事業内容 ・空き家対策連続講座 ６回 （R1.11～R2.2 月） 

       ・シンポジウム 「未来の地域づくり」空き家問題から考える 

           （R2.2.16） 

 

５．まちなかエリアリノベーション 

 （長野県建築士会ながの支部、まちづくり長野） 

中心市街地の空洞化対策や空き家対策として、西鶴賀地区において建築士会

とまちづくり会社が協同して、空き住戸や店舗を改装することで新たな価値を

加え、エリア全体の賑わいを取り戻す取り組みを実施。   

この事業は当初、国のモデル事業の活用も見据え、本市も協力できる体制と

していたが、国の事業が不採択となったことから、当初計画ベースでの事業 

展開は難しいところとなったが、目的とした「健全なリノベーション」の推進

を目指し、地域との連携を図りながら、建築リノベーションを学ぶ講習会や、

セルフリノベーションに向けたワークショップの開催を計画している。 

  

川中島地区で開催した空き家対策連続講座 

資料 ２－２ 

西鶴賀地区住民を交えたワークショップの様子 


